
新技術・新工法活用促進制度実施要領の施行に関する要領 

 

 （趣旨） 

第１条 本要領は、新技術・新工法活用促進制度実施要領（以下「実施要領」という。）の施行に関し

て必要な事項を定めるものとする。 

 

 （語句の定義） 

第２条 本要領で使用する語句の定義は、実施要領によるものとする。 

 

 （登録申請） 

第３条 実施要領第９条第４項に示す申請書は、「新技術・新工法活用促進制度」登録申請書（様式１）、

公募要件確認票（様式１－付）、概要説明書（様式２）とする。また、基準適合情報においては、加

えて技術基準評価表（様式２－２）を申請書とする。 

２  実施要領第９条第１項に示す第３条、第４条及び第５条第１項に適合することを証する書類は、県

土整備部が特に求める場合を除き、書類の写しとすることができる。 

３ 実施要領第１０条第３項に示す通知は、新技術・新工法活用促進制度における審査結果について（様

式３）により行うものとする。 

 

 （活用報告） 

第４条 実施要領第１２条第２項及び第３項に示す活用結果に報告は、「新技術・新工法活用促進制度」

登録新技術等活用結果報告書（様式４）により行うものとする。 

 

 （変更等届出書） 

第５条 実施要領第１３条第１項に示す変更等の届出は、「新技術・新工法活用促進制度」登録情報変

更・更新申請書（様式５）により行うものとする。 

 

 （掲載情報の提供の中止等） 

第６条 実施要領第１４条に示す掲載情報の提供の中止は、様式６により行うものとする。また、登録

の取り消しは、様式７により行うものとする。 

 

 （その他） 

第７条 この要領の規定に基づき県土整備部に提出する書類は、以下に定めるとおりとし、電子メール

による提出とするが、電子メールによる提出とすることが困難な書類については、各１部を郵送によ

り提出するものとする。 

（１） 登録申請書（様式１） 

 （２）公募要件確認票（様式１－付） 

 （３）概要説明書（様式２） 

  （４）技術基準評価表（様式２－２） 



 （５）実施要領第３条、第４条及び第５条第１項に適合することを証する書類 

 （６）「新技術・新工法活用促進制度」登録情報変更・更新申請書（様式５） 

 

   附 則 

 

  この要領は、平成２０年２月１日から施行する。 

 

 この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

 この要領は、平成２０年１１月４日から施行する。 

 

  この要領は、平成２２年８月１日から適用する。 

 

  この要領は、平成２３年１０月３１日から適用する。 

 

  この要領は、平成２４年４月２６日から適用する。 

 

  この要領は、平成２５年２月２７日から適用する。 

 

  この要領は、平成２７年２月２日から適用する。 

 
 この要領は、平成３０年１０月２９日から適用する。 
 
 この要領は、令和２年１２月１日から適用する。 


